
魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

海区漁業調整委員会委員選挙は、昭和51年以降、無投票が続いている。
制度に対する理解は、一部の漁業者を除いてほとんど浸透していない。
その理解度の低さから、制度そのものが問題視されることもない状況である。

◆事業概要（どのような事業か）

公正で正確な選挙を執行するとともに、より多くの有権者に投票してもらう。

把握する必要性がないため。なし。
把握している

把握していない

対
象

①選挙人名簿調製事務

＊平成23年度の変更点

変更無し。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

168 168 841 168

168 168 841 168

1

40 40 200 40

1 1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 40

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 168

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 168

(千円)

0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

市制発足時から漁業法の規定に基づき実施。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 0 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 0

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当する施策なし。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

655 626 620

％ 選挙無し 選挙予定無し投票率

620

選挙無し 48.38 選挙予定なし

①
選挙人名簿登録者数（確定者数）

※名簿の確定日は、毎年12月5日である。
人 620

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

選挙無し 選挙無し

0

人

0 0 0 0

選挙予定無し 300 選挙予定なし

選挙予定無し 620 選挙予定なし

➡
活
動
指
標

選挙人名簿の縦覧者数 人①

② 投票者数

選挙人名簿登録者数（選挙時） 人 選挙無し 選挙無し

626 620 620 620①
選挙人名簿登録者数（調製時）
※名簿調製は、毎年10月15日までに行うこ
ととされている。

人 655

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

有権者

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

該当なし

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

政 策 名

該当なし

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．法定受託事務・移譲事務

該当なし

選挙係

３．負担金・補助金 ４．市直営

313001

該当なし政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

コード１ 11010100

事 務 事 業 名 海区漁業調整委員会委員選挙事務

事 業 コ ー ド 90901107

部 名 等 選挙管理委員会

課 名 等 事務局

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 なし

開始年度 昭和27年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

漁業法の規定に基づき、①選挙人名簿調製事務（毎年度）及び②海区漁業調整委員会委員選挙事務（選挙時に限る。）を行う。

※海区漁業調整委員会委員選挙事務の内容については、①選挙人名簿の選挙時の修正、②選挙管理委員会の開催、③立候補者届出等の受付、④期日前投票所及び不在者投票所のおける投票
の管理、⑤投票日当日の投票所における投票の管理、⑥開票所における開票の管理、⑦予算執行に係る事務その他選挙執行に係る事務　等である。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1019

谷島　達也
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

● 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

小

選挙に執行が予定されている。
直接経費のかからない広報媒体を活用して、投票率の向上に努める。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

○

●

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

必要最低限の事務費を事業費としており、削減の余地なし。
次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

必要最低限の人員で事務を行っており、削減の余地なし。

特に無し。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

､
サ
ー
ビ
ス
低
下

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、目的見直しの余地なし。

○

●

あり
説
明

直接経費がかからない広報媒体（ホームページ、ケーブルテレビ）により、投票率の向上を図る余地あり。
ただし、無投票となることが恒常的となっている。

○

根拠法令等を記入
漁業法（昭和26年法律第88号）第89条、第94条、第137条の3第2項

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

法
令
義
務

説
明

○

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

該
当
し
な
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

有権者から受益者負担を求めることが適当といえない。

他市町村においても、受刑者負担は求めていない。

（平成 22

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

適正な選挙の執行に努める。なお、投票率の向上、開票事務の迅速化、経費の節減などの諸課題に取り組んでい
く。
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

漁業従事者や漁港を利用する漁船の減少が顕著となる一方、プレジャーボート利用者が増加し、新しい時代のニーズに対応した漁港を創出する必要が生
じている。また、平成16年の市場の魚津港への統合移転による荷捌所等施設の遊休化等に対応すべく、漁港の活性化が強く求められている。

◆事業概要（どのような事業か）

漁港施設を維持し、安全と利便性が確保され、多くの利用者が求める港を創出する。

各市町それぞれに港の管理者としての責務から整備を行っている。経田地区の活性化が強く求められている。
把握している

把握していない

対
象

赤川河口の浚渫。

＊平成23年度の変更点

船揚施設3レーンの更新（レール、船台、ウィンチ等）
プレジャーボート用浮桟橋の増設、
休憩施設の新設

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

2,300 0 0 0

2,271 0 0 0

0

540 0 0 0

3 0 0

②事務事業の年間所要時間 (時間) 400

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,682

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 2,239

(千円)

557 29 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

昭和29年に魚津市が経田漁港の管理者に指定（富山県告示第213号）されたときから、漁港を維持管理するに止まらず、積極的に整備し利用者の便を図る
ことが必要となった。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 557 0 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 29

(千円) 0

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

海洋都市魚津市にふさわしい漁港が創出され、市内外の利用者が好んで経田に集まり、漁港が活性化する。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

ボートヤード上下架施設利用隻数

54 54 60

隻 84

隻 602

100施設利用漁船隻数

60

78 100

700 700

100

639

① ボートヤード施設利用隻数 隻 60

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

0557 114,717 0 0

700 700 700

➡
活
動
指
標

漁港整備費用 千円①

②

ボートヤード上下架施設利用隻数 隻 602 639

109 100 100 100① 施設利用漁船隻数 隻 84

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

経田漁港利用者

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

１．水産総務費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060401コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 船員窓口事務

事 業 コ ー ド 12132201

部 名 等 産業建設部

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.水産一般管理費

開始年度 昭和27年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

漁港を中心とした地域の活性化を目指すため、漁港を利用する漁業者はもとより、漁業以外での市内外の漁港利用者の利便性向上を図るための整備事業。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之

700
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

21～25年度にかけて行われた整備について、費用・効果等の充分な調査を行う。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

22年度から実施する漁業再生事業等、地域の活性化も含め連携して行っていく必要がある。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

事業費は各年度で異なり、定められない。また、事業費の額の決定にあたっては、工法等の比較検討などを行いながら
必要最小減のものとする。

次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

漁港に係る工事費は一般に多額の経費を必要とするため、最小の経費で最大の効果を挙げるため必要な人件費である。

漁港の将来性を充分に見極め、今後必要となる個々の整備について、社会的需要がどの
程度あるか、またそれに対する費用は適正か等、充分な調査を行い事業を推進して行
く。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

あり
説
明

成果向上の余地なし。
成果水準そのものの在り方を当事業では絶えず検討し、今後望まれる成果の向上に努めている。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

当事業は市内外からの来訪者を拡充し経田漁港の活性化を図る基礎事業といえる。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

過度の負担にならない程度の適正な利用料金の設定を行う。

県内外の他市町を今後も参考に、各市町との利便性の違い等も考慮に入れながら、利用者の増大を目指しつつ、受益者
の負担水準を考えて行きたい。

（平成 22

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

経田漁港の施設更新であり、工法の十分な検討等も行いながら、最小の経費で再考の効果を挙げる必要がある。同
時に完成後の活用についても十分、関係者とともに検討していく必要がある。
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○ ○ ● ●

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

水産資源の維持と増大のため種苗の育成や放流等を推進する事により漁業を振興させ、将来的な漁業安定化のため資源管理型の漁業を実現させる。現在、アワビ、マダイ、クロダイ、ヒラ
メ等の放流を地元漁協の放流事業への助成や市の直接種苗購入の形で行っている。また、これら放流の一方で漁場環境の調査と評価を行い、将来的な当事業のさらなる効率化も模索してい
る。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 1.栽培増殖振興対策事業

開始年度 昭和43年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 栽培増殖振興対策事業

事 業 コ ー ド 12133101

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060402コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

２．水産振興費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

水産資源
① 漁獲量（ヒラメで代表） トン 31 37 38 38 38

➡
活
動
指
標

放流及び中間育成金額 千円①

②

1,950 1,950 1,950 1,9501,950

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 総漁獲量の推移 トン 3,200 3,2002,721 2,721 3,200

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

沿岸漁業における水揚量の安定化と漁労作業の軽減化、さらには漁獲努力の調整による魚価の向上により、漁業経営そのものが
安定化する。また、消費者にも新鮮な水産物の安定供給が可能となる。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

1,950

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 1,950

0

⑷一般財源 2,400 1,950 1,950 1,950 1,950

(千円)

2,400 1,950 1,950

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

漁獲強度による水産資源の減少が懸念され、将来へ向けた資源の恒久利用対策が必要とされたため、昭和43年頃から開始。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 3,241

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 200

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 841

3

300 300 300 300

3 3 3

1,262 1,262 1,262 1,262

3,212 3,212 3,212 3,212

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

種苗（アワビ、サザエ、クロダイ、ヒラメ、クルマエビ等）の放流。種苗（ヒラメ、クロダイ）の中間育成。また、漁場の環境
作りのための人工漁礁設置。漁場調査。

＊平成23年度の変更点

人口魚礁設置費及び漁場調査費用は、環境・生態系保存対策事業に移管

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

沿岸漁業資源の減少に歯止めをかけ、さらには資源量の増大を図る。

放流種苗の種類や数量は実施主体の事情で異なるが、基本的には他市町でも実施されてい
る。

漁業者からは、放流量の増加を含め、資源増大のための施策が望まれている。
把握している

把握していない

近年、特に漁業資源の減少が問題視されるようになった。加えて、安価な輸入畜産物が出回り、食生活でのさかな消費が減少し、魚価の低迷が続いてい
る。
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

漁業経営の安定、水産資源の確保には、栽培養殖事業は不可欠である。事業効果の検証には難しいものがあるが、
20年度からヒラメの漁獲量が増加しており、また本事業を実施していなければ資源量の減少につながっていたこと
も考えられる。また、20年度の人工漁礁の設置や21年度の環境・生態系保全対策事業との相乗効果を図っていく必
要がある。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

●

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 22

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

魚津漁協、県農林水産公社から負担もしてもらいながら実施している。

他市町との連携強化が必要。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

全
国
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
可
能

説
明

当事業は、まさに政策そのものである。

○

○

○

○

○

あり
説
明

早急な結果は得にくいが、地道な継続が必要。また、漁業関係者等の栽培漁業に対する理解度を高めることにより、成
果は向上。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

●

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

基本的に生き物を対象としているため、諸々の人件費は必要。

当事業を維持しつつ、資源管理型漁業の具体化策を前進させ、事業を充実させる。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

種苗の育成には費用が伴うため、事業費の削減は放流量の減少を意味する。しかしながら、科学的判断に基く効率化は
必要。

次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

現状を維持しつつ、今後のあり方を検討。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

21年度からの環境・生態系保全対策事業と連携していく必要がある。

○

○
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○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

不漁時の減収分を補填するための漁獲共済掛金や、不慮の事故に対応するための沿岸漁船損害保険掛金の一部を補助し、漁業経営を安定化を図っている。また、平成19年度より、漁業経営
を直撃する燃油の高騰に対し、短期的な緊急処置として燃油費用の一部助成も行っている。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.漁業経営安定対策事業

開始年度 昭和43年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 漁業経営安定対策事業

事 業 コ ー ド 12132202

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060402コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

２．水産振興費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

地元魚津漁協に所属する漁業者や漁業経営者。
① 市内沿岸漁船損害保険加入船数 隻 86 86 86 86 86

市内漁獲共済加入件数 件 40 40 40 40 40

➡
活
動
指
標

市内沿岸漁船損害保険掛金助成金額 千円①

② 市内漁獲共済掛金助成金額 千円

1,335 1,335 1,330 1,330

3,613 3,613 3,613

1,330

3,391 3,391

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 市内沿岸漁船損害保険掛金助成金額 千円 1,330 1,330

3,391 3,613 3,613

1,335 1,335 1,330

千円 3,391 3,613市内漁獲共済掛金助成金額

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

漁業に従事するものに安定した収入と就業が提供されることにより、漁業従事者も増加し、水産業そのものが振興する。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

4,943

⑶その他(使用料・手数料等) 1,000 1,0000 41

(千円) 4,943

1,000

⑷一般財源 19,725 4,678 3,943 3,943 3,943

(千円)

19,725 4,719 4,943

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

海洋での操業の危険性に鑑み、不慮の事故による損害の補填や復旧を容易にすることを目的とした漁船保険が、漁船損害等補償法（昭和27年）により、
国の指導の下に行なわれるようになった。また、漁業災害補償法（昭和39年）に基づき、漁業経営の不安定要因である不漁、あるいは大漁貧乏による損
害を共済する制度が確立した。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 20,061

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 80

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 336

3

60 60 60 60

3 3 3

252 252 252 252

4,971 5,195 5,195 5,195

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

漁獲共済掛金43件（大型定置４％、その他16％）の補助と、漁船損害保険掛金98件（12％）の補助を、漁協に対し行なった。ま
た、新規に漁業経営を直撃する燃油の高騰に対し、短期的な緊急処置として燃油費用の一部助成も行った。

＊平成23年度の変更点

短期的燃油費用助成を、一応の終了とし、平成22年度より始まる新事業（魚津の漁業再生事業）の中で沖合漁業に限り暫定的に
補助を継続。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

漁業経営の安定化を図る。

多くの市町で実施されている。行政的支援の増大（少なくとも継続）が求められている。
把握している

把握していない

漁業経営は以前にも増して厳しく、廃業者も多く見られ、漁業の存続そのものが危うくなっている。

7/16



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【2枚目】
　　　　　　　　　

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

燃油高騰、魚価の低迷により漁業経営は厳しくなるばかりであり、本事業の実施は止むを得ないものがあるが、補
助をしなくても（補助額を削減しても）栽培養殖事業の充実をはじめ漁業経営が成り立つ方策を探っていく必要が
ある。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 22

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

基本的には受益者の全面的負担が好ましいが、この助成の目的は厳しい漁業経営に対する負担軽減を図るものであり、
目的が達成された後に適正化を考えるべき性格のものである。

1県1漁協への統合が進められているなかで、新川地域における漁業拠点を目指す当市にあって、他市の積極策こそ見習
うべきで消極策は参考にならない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

政策そのものを直接的に具体化した事業である。

●

○

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

●

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

漁業者の経営状況が極めて厳しい現状のなか、現行の直接的支援は必須の手段である。しかし、中長期的な視点に立っ
た、関連事業の効果発現により、状況に応じて見直しが可能。

経営基盤が改善されることが前提で、施策の方法改善を図る。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

○

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

漁業者の経営状況が極めて厳しい現状のなか、現行の直接的支援は必須の手段である。しかし、中長期的な視点に立っ
た、関連事業の効果発現により、状況に応じて見直しが可能。

次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ○

年度

平
均

大

当面は施策の維持を行い、別の施策を含めた今後の方法を検討。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

漁業経営は以前にも増して厳しく、廃業者も多く見られ、業界内の競争も激化している。

◆事業概要（どのような事業か）

水産業の経営の合理化や安定化を図る。

県が実施している利子補給に対し、その上乗せ分として補給率や期間が異なるにせよ殆どの
沿海市町でも実施している。

行政的支援の継続や期間延長が求められている。
把握している

把握していない

対
象

17年度借入件数3件、18年度借入件数1件を対象として1％利子補給を行なった。

＊平成23年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

452 368 368 368

252 168 168 168

2

60 40 40 40

3 2 2

②事務事業の年間所要時間 (時間) 40

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 168

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 296

(千円)

128 200 200

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

水産業は他の産業に比べ、設備その他の面で職場環境が立遅れの傾向があった。そのため、他産業との競争においても、劣勢気味で経営が安定せず、加
えて収入に比しての労働の過重により新規就業者の確保も難しかった。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 128 200 200 200 200

(千円)

0

0

200

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 200

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

水産業に従事する者に安定した就業と開かれた職場環境が提供されることにより、水産業従事者も増加し、水産業そのものが振
興する。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

1,631,215 1,570,371 2,000,000 2,000,000① 水産物販売額（魚津漁協取扱金額） 千円 2,000,000

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

12 1 1 1

➡
活
動
指
標

利子補給の需給者数 件①

②

224 220 220 220① 魚津漁協正組合員数 人 220

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

水産関係設備投資を行なう漁業者や経営者

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

２．水産振興費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060402コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 漁業近代化利子補給事業

事 業 コ ー ド 12132203

部 名 等 産業建設部

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 3.漁業近代化利子補給事業

開始年度 昭和45年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

漁業経営の近代化を促進するため、設備投資等の漁業近代化資金借入に係る借入金利分1％を３ヶ年補給する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【2枚目】
　　　　　　　　　

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

当面は施策の維持を行い、別の施策を含めた今後のあり方を検討。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

漁業者の経営状況が極めて厳しい現状のなか、現行の直接的支援は必須の手段である。
しかしながら、水産業を取巻く環境の改善により、削減も可能となる。

次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

助成事業であり、職員が直接携わるのは申請・交付書類等の実務であり、人件費は問題にならない。

経営基盤が改善されることが前提で、施策の方法改善を図る。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

当事業は政策の根幹に関わる。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

基本的には受益者の全面的負担が好ましいが、この助成事業の目的は厳しい水産業の経営に対する負担軽減を図るもの
であり、目的が達成された後に適正化を考えるべき性格のものである。

長期的に内容を検討されるべき。但し、当市の実状を重視する必要がある。

（平成 22

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

燃油高騰、魚価の低迷により漁業経営は厳しくなるばかりであり、本事業の実施は止むを得ないものがあるが、補
助をしなくても（補助額を削減しても）栽培養殖事業の充実をはじめ漁業経営が成り立つ方策を探っていく必要が
ある。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ● ●

②

③

③

②

③

●

○

尾魚津市ヤマメ放流量 6,000 6,000 6,000

実 施 方 法

生産力豊かな地元魚津市の河川を創出し、内水面漁業の振興を図るための、地元漁協のアユ、イワナ、ヤマメ等の放流事業への助成や支援。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.内水面漁業振興対策事業

開始年度 昭和50年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 内水面漁業振興対策事業

事 業 コ ー ド 12133201

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060402コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

２．水産振興費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

呉東内水面漁業協同組合及び遊漁者
① 市内内水面漁業協同組合数 組合 1 1 1 1 1

アユ遊漁者数 人 351 309 360 360 360

➡
活
動
指
標

稚アユ放流量 kg①

② 魚津市イワナ放流量 尾

55

1,000 750 1,050 1,050

62

7,000 7,000 7,000

雑魚遊漁者数 人 68

1,050

55 55

10,125 7,000

9,125 7,000

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① アユ漁獲量 kg 1,400 1,400

160 176 176

1,295 1,140 1,400

kg 176 176雑魚漁獲量

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

生産力豊かな河川の創出により、自然と触れ合う遊漁者が増加し地元内水面漁協が活性化する。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

590

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 590

0

⑷一般財源 570 590 590 590 590

(千円)

570 590 590

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

河川環境は改修等の人為的な影響を受けやすく、人々の生活そのものが自然を変える要素となり得る。資源豊かな川を保持するには、河川の狭い空間で
魚類の自然繁殖に期待するのは難しく、やはり人為的な繁殖・放流等が必要となる。内水面漁協がこれらの事業に取組んでいるが、組合員の負担金と遊
漁者からの入漁料のみでは、財政的に困難なため支援が必要となった。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 1,327

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 180

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 757

3

300 200 200 200

3 3 3

1,262 841 841 841

1,852 1,431 1,431 1,431

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

布施川・片貝川・角川へのアユ及びイワナ、ヤマメの放流支援。アユの放流については地元内水面漁協への補助金の交付と言っ
た形でおこなっている。

＊平成23年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

河川における有用水産資源を増大させ、　地元内水面漁業協同組合の経営基盤の安定化を目指す。

多くの市町で、地域住民の河川学習や漁協のイベント等を含め、補助金や種苗の現物支給等
行っている。

豊かな河川の自然環境創出が望まれ、内水面漁協からは、事業推進力の強化と経営の安定化を図るための更なる行政的支援が求められている。
把握している

把握していない

河川環境の変化は以前にも増して大きくなり、状況は益々厳しくなった。その一方で、河川環境保持や改善に対する意識は漁業者のみならず、地域住民
にも広がって来ている。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【2枚目】
　　　　　　　　　

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

内水面漁協事業は、河川環境、資源を守ることに直結するものであり、同漁協の体力上、本事業は必要なものと考
える。
ただし、同漁協の一層の経営努力とともに、環境ボランティア等との連携も図っていく必要がある。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 22

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

ここで言う受益者は漁協であるが、漁協自身営利目的の事業を展開しているものではなく、赤字をかかえている。組合
員もボランティア的奉仕をしている。

ここで言う受益者は漁協であるが、漁協自身営利目的の事業を展開しているものではなく、受益者として扱うべきか検
討の余地あり。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
可
能

説
明

当事業はまさに政策そのものである。

○

○

○

○

○

あり
説
明

事業の性格上、早急な結果は得にくいものであるが、今後更なる積極策への検討も必要。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

財政的支援に代わるものとして、職員による指導等更なる人的支援が必要とされている。

自然環境の重要性が認識されているなか、地元内水面漁協と協力し積極的事業推進を行
う。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

内水面漁業協同組合の経営状況が極めて悪く、事業推進能力もかなり低下しているため、根本的な財政支援も必要と成
り得る。

次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

県と連携し、地元内水面漁協への指導を徹底するとともに、積極的な事業の展開を行な
う。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

○

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

千円航海安全大漁祈願祭事業費 186 186 186

実 施 方 法

沖合・遠洋漁業に従事する者への収入と就業を安定的に確保するため、これら従事者の組織する各団体の事業に対する事業費の助成を通し、今後の社会情勢の変化等への対応策を検討す
る。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 5.漁業振興事業

開始年度 昭和28年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 中型船主会・出漁団助成事業

事 業 コ ー ド 12132204

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060402コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

２．水産振興費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

魚津市の沖合漁業船主や、地元中型さけ・ます漁船乗組員。
① 出漁団員数 人 8 8 8 8 8

中型船主会会員数 人 7 7 7 7 7

➡
活
動
指
標

中型船主会事業費 千円①

② 追悼法要事業費 千円

360 360 360 360

140 140 140

360

140 231

178 178

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 沖合漁業従事者数＋出漁団員数 人 36 3636 36 36

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

漁業に従事するものに安定した収入と就業が提供されることにより、漁業従事者も増加し、水産業そのものが振興する。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

50

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 50

0

⑷一般財源 89 86 50 50 50

(千円)

89 86 50

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

獲る漁業は他地域の漁業者との競争でもあり、海洋操業自体も危険性を伴うため、地元漁業者間では団結が強化され、相互の連絡網や協力体制が生ま
れ、団結力が強化されていた。彼らの得た収益は市をうるおし、魚津は漁業のまちであることを、漁業者は自負し、市も認めていた。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 1,435

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 320

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,346

3

520 360 360 360

3 3 3

2,187 1,514 1,514 1,514

2,273 1,564 1,564 1,564

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

魚津市中型漁船船主組合の沖合漁業振興事業や、地元中型さけ・ます漁船乗組員で構成される出漁団事業への事業費助成。

＊平成23年度の変更点

ない

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

沖合・遠洋漁業者の経営や、収入、就業の安定化を図る。

他市町には基本的に当市と同様の対象組織がない。金銭面ばかりでなく、むしろ行政的政策面での国への働きかけ等の支援が求められている。
把握している

把握していない

他地域（外国を含む）の政治的圧力や漁業への新規参入、干渉等、沖合・遠洋漁業経営は年々厳しくなり、経営者や従事者が著しく減少し、振興はおろ
か漁業の存続そのものが危うくなっている。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【2枚目】
　　　　　　　　　

○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

● 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

魚津市出漁団は、魚の町魚津の象徴であったが、２００海里問題等の影響で現在は毎年2～3隻という状況である。
ロシアへの負担、漁獲制限、燃油の高騰等、漁業経営を取り巻く環境は厳しくなるばかりである。今後については
予断を許さないが、補助額は大きなものではなく、当面継続していくべきものと考える。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 22

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者負担の考えは馴染まない。市の助成は個人の金銭的利益でなく、当該団体の事業推進のためのものである。また
その結果として漁業振興の実現がある。

他市の状況は十分に検討されるべきものであるが、かならずしも同様であるべきものでもない。当市の実状を勘案すべ
き。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

減
少
傾
向

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

当事業は政策の末端部に位置する。

●

○

●

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

助成事業であり、職員が直接携わるのは申請・交付書類等の実務のため、人件費は問題にならないが、今後の目的達成
へ向けた直接的・間接的事業展開を行なうための情報収集や考察などソフト面での人件費拡充はある程度必要な場合も
ある。

別の施策に変えることも含め、時代に即した方法を検討。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

補助の有無のみで考えれば、安易に変えるのは難しいが20年度は費用を削減。低額ではあるが、有効な積極策を他の事
業に見出せるまで当事業は必要。

次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

中

当面現状を維持しながら、問題点と将来的なあり方を検討。時代的な環境の変化を見極
める。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

魚津市沿岸の衰退している藻場を復元させる事を目的として、漁業者を中心とする漁場環境・生態系保全グループの活動を支援し指導も行う。なお、活動は、当該グループの話合い・対象
海域のモニタリング・実際の保全活動で構成され、保全活動の内容は①当該海域での母藻設置、②アマモの試食、③食害生物（ウニ）の駆除、④山林での植林、⑤水質浄化のための生物移
植となっている。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1033

村田　博之

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 11.環境生態系保全事業

開始年度 平成21年度 終了年度事 業 期 間 平成25年度

コード１ 03020300

事 務 事 業 名 環境・生態系保全事業

事 業 コ ー ド 12122102

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

23 22

313001

一般会計政策の柱 基１　にぎわい、活力あるまちづくり 会計

予算科目 コード３ 001060402コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

２．水産振興費

水産振興係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

４．水産業費

１　地域の特性を活かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 水産業生産基盤の整備強化

款

計画

６．農林水産業費

区 分 なし

施 策 名 ３．水産業の振興

目

25年度

単
位 21年度 22年度 23年度

実績

24年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

魚津市沿岸の藻場（魚津港北地区から経田漁港を対象）
① 活動海域の面積 ha 25 25 25 25 25

➡
活
動
指
標

活動面積 ㎡①

②

5 5 5 55

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 藻場の増大面積 ha 20.00 25.000.00 1.00 15.00

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

稚仔魚を育む藻場の造成による沿岸漁業資源の増大。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 200 200 200

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

200

0 0 0

200

2,135

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 2,385

0

⑷一般財源 1,100 1,925 2,185 1,935 1,935

(千円)

1,300 2,125 2,135

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

魚津市沿岸の藻場造成の重要性に鑑み平成20年度より市単で人工魚礁設置事業を行って来た中、国では環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱が制定
され、当該活動支援事業等に係る事業に要する経費に対し交付金が交付される事となった。そのため、市単よりも有利な国の制度に事業移行し続行させ
る。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 2,646

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 320

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,346

3

600 720 720 720

3 3 3

2,523 3,028 3,028 3,028

4,648 5,413 5,163 5,163

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

保全活動の支持母体となる魚津市漁場環境・生態系保全対策協議会の運営及び活動グループ（魚津市漁場環境保全会）の活動に
対する指導。

＊平成23年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成22年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

対象海域の藻場を復元し増大させる。

氷見市が同様の事業展開生産力豊かな魚津市沿岸のかっての藻場を復元して欲しい。
把握している

把握していない

沿岸域での藻場の衰退は全国的な問題であり、これまで国家的にも原因究明等を行って来た。また、藻場の維持や復元のための活動に対しても、現在交
付金による支援が国家的にも開始された。沿岸の藻場はそれ自体再生産可能な資源であり、自然界そのものも大きな復元力を有しているため、最新の科
学的知見を入手しつつ本事業を展開すれば、必ず効果は現れると思われる。
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

藻場、沿岸資源を回復することは、漁業にとって喫緊の課題であり、推進すべきである。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 23 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 22

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

資源豊かな海（魚津市沿岸）は市のかけがえのない財産である。

受益者の概念はあてはまらない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

当事業は政策の根幹に関わる重要なものであり、水産振興のために積極的な取組を必要とするテーマである。

●

○

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。
事業の性格上、早急な結果は得にくいものであるが、粘り強い継続が重要。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

●

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

長期的展望のもとに始めたばかりの事業であり、現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。持続性が最重
要。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

活動グループに対する市の指導はこの事業遂行の生命線であり、人件費もある程度必要となるが、当該グループの資質
の向上と伴に人件費は軽減される。しかしながら、当面は市職員の大きな指導が必要とされる。

活動グループの自主性を高める。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

国、県、と歩調を合わせた5ヵ年事業として事業費は設定されている。
次年度
（平成24
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

活動グループの資質向上に鋭意努める。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

漁場環境そのものを改善する取組であり、他に類似する事業はない。

●

○
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